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各幼稚園でカリキュラム・マネジメントを
成立させるための研究者の協働の構想

横松　友義

　本稿では，三つの側面を持つ本格的なカリキュラム・マネジメントを各幼稚園現場で成立
させることを目指し，まず，現場に必要とされる思考の仕方について考察し，その上で，必
要になると考えられる研究者の協働を構想する。すなわち，本格的なカリキュラム・マネジ
メントを成立させるためには，各幼稚園において，国の教育課程基準の実現と園の特色のあ
るカリキュラム創りを両立させようとする思考の仕方と，自園の保育全体を保育方法の一つ
の理論体系ととらえて実践し発展させるという思考の仕方が必要になると考えられる。した
がって，各幼稚園現場が，この二つの思考の仕方を効率的に習得し，本格的なカリキュラム
・マネジメントを成立させるための研究者の協働手順全体を先行研究成果を活用しながら構
想する。
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１．本稿の目的
　幼稚園カリキュラム・マネジメントとは，各幼稚
園が国の教育課程基準の実現と特色のあるカリキュ
ラム創りを目指して，保育目標を明確化し，その実
現のためのねらい・内容の全体を計画し，職員同士，
あるいは，職員と保護者や地域の人々等とが協働し
て，内外の物的資源等を効果的に活用しながら，保
育を実施し，評価し，改善していくことであるとと
らえることができる。
　このとらえ方は，次のようなわが国における教育
課程経営あるいはカリキュラム・マネジメントの研
究動向の歴史と，2018年度から幼稚園に導入され
る本格的なカリキュラム・マネジメントを成立させ
る諸側面から導き出すことができる。
　教育課程経営論の嚆矢と言われている1）高野は，
1989年に，戦後の教育課程改革に成功感があまり
ないことを問題視し，その解決策について次のよう
に述べている２）。「教育課程や授業の内容そのもの
の基準が改革され，また学校がそれに沿って改革の
努力をしても，それだけでは，そもそも教育課程改
革とはならなかった。」「今日の教育課程改革論は，
もはや単なる教育内容編成の改革論ではなく，その
条件作りをも含み，見通す『教・・・・・・育課程経営改革論』

でなければ，有効性を発揮しないと思われる。」（傍
点は高野）。つまり，教育課程経営においては，改
革された教育課程の基準を学校現場で実現すること
が，目指されていると考えられる。
　その後，1998年の中央教育審議会答申「今後の
地方教育行政の在り方について」により，教育課程
の大綱化・弾力化が進み，各学校の自主性・自律性
や特色が重視されるようになっていく。そうした中
で，「教育課程経営」という用語の代わりに「カリキュ
ラムマネジメント」という用語を用いる研究者が現
れてくる。中留は，「静態的」で「硬直化したイメー
ジ」を持たれている「教育課程」という用語に代え
て，「主体者の裁量の広がり」や「文化」としてと
らえること等を含めたより広い意味の「カリキュラ
ム」という用語を用い，「カリキュラムマネジメント」
と述べている３）。つまり，カリキュラム・マネジメ
ントにおいては，各学校が自主的自律的に特色のあ
るカリキュラムを創ることが，目指されていると考
えられる。
　つまり，学校現場へのカリキュラム・マネジメント
導入の歴史的背景には，学校現場での国の教育課程
基準の実現と各学校での自主的自律的な特色のある
カリキュラム創りへの志向性があると考えられる。
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　続いて，2016年の中央教育審議会答申では，幼
稚園と保育所と認定こども園のカリキュラム・マネ
ジメントについて，三つの側面からとらえる必要が
あると述べられている。
　一つは，前述した国の教育課程基準の実現と特色
のあるカリキュラム創りを可能にする，自園の保育
の目標・ねらい・内容の連関性を確保するという側
面である。すなわち，「各領域のねらいを相互に関
連させ，『幼児期の終わりまでに育ってほしい姿』
や小学校の学びを念頭に置きながら，幼児の調和の
取れた発達を目指し，幼稚園等の教育目標等を踏ま
えた総合的な視点で，その目標の達成のために必要
な具体的なねらいや内容を組織すること。４）」この
記述内容における「幼稚園等の教育目標等を踏まえ
た」より前の部分が，幼稚園教育要領とその前提に
ある教育基本法及び学校教育法にかかわる部分であ
り，「幼稚園等の教育目標等を踏まえた」の部分が，
各幼稚園の特色のあるカリキュラム創りにかかわる
部分であり，「幼稚園等の教育目標等を踏まえた」
より後の部分が，目標・ねらい・内容の連関性確保
にかかわる部分であると解釈できる。この側面は，
主に，各幼稚園のカリキュラムにおける保育の目標・
ねらい・内容のあり方を規定する側面であるといえ
よう。
　今一つは，教育課程のＰＤＣＡサイクルを回すと
いう側面である。すなわち，「教育内容の質の向上
に向けて，幼児の姿や就学後の状況，家庭や地域の
現状等に基づき，教育課程を編成し，実施し，評価
して改善を図る一連のＰＤＣＡサイクルを確立する
こと。５）」この側面は，各幼稚園が自園の教育内容
全体を組織として質的に向上させようとする側面と
いえよう。
　さらに，今一つは，教育内容を決定した後，実際
の保育を創造していく際に，職員同士，あるいは，
職員と保護者や地域の人々等とが協働して，内外の
物的資源等を効果的に活用する側面である。すなわ
ち，「教育内容と，教育活動に必要な人的・物的資
源等を，家庭や地域の外部の資源も含めて活用しな
がら効果的に組み合わせること。６）」この側面は，
主に，園の保育に関係する人々の協働性の創造・拡
大と園内外での教材開発を推進しようとする側面で
あるといえよう。
　この三つの側面から，幼稚園カリキュラム・マネ
ジメントとは，各幼稚園が国の教育課程基準の実現
と特色のあるカリキュラム創りを目指して，保育目
標を明確化し，その実現のためのねらい・内容の全
体を計画し，職員同士，あるいは，職員と保護者や
地域の人々等とが協働して，内外の物的資源等を効

果的に活用しながら，保育を実施し，評価し，改善
していくことであるととらえることができるわけで
ある。
　このようにとらえることのできるカリキュラム・
マネジメントが，2018年度から幼稚園現場に導入
されることになる，その出発点が，2015年に公表
された中央教育審議会の教育課程企画特別部会の
「論点整理７）」に示された次のような志向性である。
それは，「今後，１０年～２０年程度で，半数近く
の仕事が自動化される可能性が高い」という予測や，
「子供たちの６５％は将来，今は存在していない職
業に就く」という予測等から，2030年には，「将来
の変化を予測することが困難な時代」を迎えるので
８），そのことに対応できるように，幼児教育段階か
ら高等学校段階までの教育課程を構造化するという
志向性である。この教育課程の構造化については，
中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会が
2016年の８月に公表した『次期学習指導要領等に
向けたこれまでの審議のまとめ』において，端的に，
次のように述べられている。「この『教育課程の構
造化』が目指すのは，一言で言えば，社会において
自立的に生きるために必要な『生きる力』とは何か
を資質・能力として具体化し，そうした資質・能力
を確実に身に付けていくことを目指す教育課程の枠
組みを分かりやすく再整理し，示すことである。９）」
その上で，2016年12月の中央教育審議会答申で，「教
育課程全体の枠組み」について論じられ10），幼稚園
教育要領等の改訂に至っている。
　つまり，子どもたちが将来の変化を予測すること
が困難な2030年の社会で生き抜いていける人間に
育つために，身につける必要のある資質・能力を具
体化し，それらを確実に身につけていくことを目指
して，前述の三つの側面を持つカリキュラム・マネ
ジメントが導入されるととらえることができる。
　ただし，環境を通しての教育という幼児教育の特
徴を踏まえ，身につける必要のある資質・能力は，
到達目標ではない。しかし，子どもたちが，将来の
変化を予測することの困難な時代を生き抜いていけ
るようにするために，環境を通しての教育との調和
を考慮しながら，子どもたちが必要な資質・能力を
確実に身につけていくことは，追求し続ける必要が
あるといえる。幼稚園教育要領に新たに示されてい
る「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」という
表現には，そうした意味が含まれていると考えられ
る。
　これらのことに関連することとして，文部科学省
初等中等教育局幼児教育課は，2015年度と2016年
度の幼稚園教育理解推進事業における協議主題とし
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て，「幼稚園教育要領の理念を実現するための，各
幼稚園における教育課程の編成，実施，評価，改善
の一連のカリキュラム・マネジメントの適切な実施
について」を取り上げている11）。この協議で重視さ
れたのは，前述のカリキュラム・マネジメントの三
つの側面の内の二つ目の側面，教育課程のＰＤＣＡ
サイクルを回すという側面であると考えられる。し
たがって，一つ目の，国の教育課程基準の実現と特
色のあるカリキュラム創りを可能にする，保育の目
標・ねらい・内容の連関性を確保するという側面を
成立させるためには，例えば，次の協議の視点がさ
らに必要になると考えられる。国の教育課程基準の
実現と特色のあるカリキュラム創りを可能にする保
育目標とはどのような保育目標なのか，国の教育課
程基準の全体を実現しようとしているといえる教育
課程あるいは指導計画とはどのようなものなのか，
目標・ねらい・内容の連関性が確保されているとい
える教育課程あるいは指導計画とはどのようなもの
なのか，といった視点である。また，三つ目の，教
育内容を決定した後に，実際の保育を創造していく
際に，職員同士，あるいは，職員と保護者や地域の
人々等とが協働して，内外の物的資源等を効果的に
活用する側面については，教育内容に基づいて実際
の保育を創造する際に，園の保育に関係する人々の
協働性の創造・拡大と園内外での教材開発をどのよ
うに進めていくのかという視点が，さらに必要にな
ると考えられる。
　教育の目標・内容・方法上の連関性の確保と学校
内外の協働性の創造は，中留12）や田村13）により，
カリキュラム・マネジメントの基軸として取り上げ
られていることである。つまり，これからの子ども
たちを2030年の社会で生き抜いていける人間に育
てていくために，カリキュラム・マネジメントの基
軸といわれている側面を含んだ本格的なカリキュラ
ム・マネジメントの成立が，これからの各幼稚園に
おいて目指されていくととらえることができる。
　このような幼稚園カリキュラム・マネジメントに
関する学術研究は，2018年度から本格的なカリキュ
ラム・マネジメントが幼稚園現場に導入されるにも
かかわらず，今日まだわずかであり，それらは，三
つに大別できるといえる。一つは，教育課程のＰＤ
ＣＡサイクルを回すという側面を重視した従来のカ
リキュラム・マネジメントに関する研究である。例
えば，永利は，幼稚園現場において，学校評価とし
て実施した自己評価結果を分析し，その課題を明確
化して課題解決に取り組んたことが，カリキュラム・
マネジメントにつながったと報告している14）。彼の
研究は，学校評価として実施する自己評価結果の検

討が，カリキュラム・マネジメントを成立させる上
で有効であることを示唆しているといえる。また，
朴15）は，教育課程（年間指導計画）が日々の保育
活動や子どもの姿にどのように結びついているかに
ついて保育者同士が協働して振り返る園内研修を実
施している。その成果として，保育者自身の保育の
振り返りとそれまでの子どもの育ちの振り返りと他
者との話し合いを通しての振り返りという三種類の
省察の視点と，年間指導計画を日々の保育活動と関
連づけ実践的に捉え直そうとする視点が生じたこと
を実証している。彼の研究は，教育課程のＰＤＣＡ
サイクルを回すことを実現するための園内研修のあ
り方についての研究ととらえることができよう。今
一つは，幼稚園現場における教育課程のＰＤＣＡサ
イクルを回すためのこれまでの工夫や課題の蓄積
を，三つの側面を持つ本格的なカリキュラム・マネ
ジメントの成立につなげていこうとする研究であ
る。鈴木ら16）は，2015年度の幼稚園教育理解推進
事業の都道府県研究協議会研究報告要旨に掲載され
ている，カリキュラム・マネジメントの適切な実施
についての全国47都道府県の報告を資料として，
指導計画作成と評価・反省における工夫と課題を抽
出・分析している。その結果を踏まえて，2018年
度から導入されるカリキュラム・マネジメントの三
つの側面について論じている。さらに，今一つは，
幼稚園現場における本格的なカリキュラム・マネジ
メントの成立を目指して，カリキュラム・マネジメ
ントの第１の側面，すなわち，国の教育課程基準の
実現と特色のあるカリキュラム創りを可能にする，
保育の目標・ねらい・内容の連関性を確保する手順
を開発しようとする研究である。山中らと横松は，
幼稚園教育要領の前提にある，教育基本法及び学校
教育法に示されている幼児教育ないし幼稚園教育の
目的及び目標を実現できると共に，園の実際に目指
していることを明示し，現在の保育実践全体との関
係も明確な保育目標（「実効のある保育目標」と呼
ばれている）の明確化手順を開発している17）。また，
横松は，成立した保育目標の職員及び保護者による
共有手順を開発している18）。
　本稿では，三つの側面を持つ本格的なカリキュラ
ム・マネジメントを各幼稚園現場で成立させること
を目指し，まず，現場に必要とされる思考の仕方に
ついて考察し，その上で，必要と考えられる研究者
の協働手順全体について，先行研究成果を活用しな
がら構想する。

２ ．各幼稚園でカリキュラム・マネジメントを成立させ
るために必要な思考の仕方と研究者の協働の必要性
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　続いて，2016年の中央教育審議会答申では，幼
稚園と保育所と認定こども園のカリキュラム・マネ
ジメントについて，三つの側面からとらえる必要が
あると述べられている。
　一つは，前述した国の教育課程基準の実現と特色
のあるカリキュラム創りを可能にする，自園の保育
の目標・ねらい・内容の連関性を確保するという側
面である。すなわち，「各領域のねらいを相互に関
連させ，『幼児期の終わりまでに育ってほしい姿』
や小学校の学びを念頭に置きながら，幼児の調和の
取れた発達を目指し，幼稚園等の教育目標等を踏ま
えた総合的な視点で，その目標の達成のために必要
な具体的なねらいや内容を組織すること。４）」この
記述内容における「幼稚園等の教育目標等を踏まえ
た」より前の部分が，幼稚園教育要領とその前提に
ある教育基本法及び学校教育法にかかわる部分であ
り，「幼稚園等の教育目標等を踏まえた」の部分が，
各幼稚園の特色のあるカリキュラム創りにかかわる
部分であり，「幼稚園等の教育目標等を踏まえた」
より後の部分が，目標・ねらい・内容の連関性確保
にかかわる部分であると解釈できる。この側面は，
主に，各幼稚園のカリキュラムにおける保育の目標・
ねらい・内容のあり方を規定する側面であるといえ
よう。
　今一つは，教育課程のＰＤＣＡサイクルを回すと
いう側面である。すなわち，「教育内容の質の向上
に向けて，幼児の姿や就学後の状況，家庭や地域の
現状等に基づき，教育課程を編成し，実施し，評価
して改善を図る一連のＰＤＣＡサイクルを確立する
こと。５）」この側面は，各幼稚園が自園の教育内容
全体を組織として質的に向上させようとする側面と
いえよう。
　さらに，今一つは，教育内容を決定した後，実際
の保育を創造していく際に，職員同士，あるいは，
職員と保護者や地域の人々等とが協働して，内外の
物的資源等を効果的に活用する側面である。すなわ
ち，「教育内容と，教育活動に必要な人的・物的資
源等を，家庭や地域の外部の資源も含めて活用しな
がら効果的に組み合わせること。６）」この側面は，
主に，園の保育に関係する人々の協働性の創造・拡
大と園内外での教材開発を推進しようとする側面で
あるといえよう。
　この三つの側面から，幼稚園カリキュラム・マネ
ジメントとは，各幼稚園が国の教育課程基準の実現
と特色のあるカリキュラム創りを目指して，保育目
標を明確化し，その実現のためのねらい・内容の全
体を計画し，職員同士，あるいは，職員と保護者や
地域の人々等とが協働して，内外の物的資源等を効

果的に活用しながら，保育を実施し，評価し，改善
していくことであるととらえることができるわけで
ある。
　このようにとらえることのできるカリキュラム・
マネジメントが，2018年度から幼稚園現場に導入
されることになる，その出発点が，2015年に公表
された中央教育審議会の教育課程企画特別部会の
「論点整理７）」に示された次のような志向性である。
それは，「今後，１０年～２０年程度で，半数近く
の仕事が自動化される可能性が高い」という予測や，
「子供たちの６５％は将来，今は存在していない職
業に就く」という予測等から，2030年には，「将来
の変化を予測することが困難な時代」を迎えるので
８），そのことに対応できるように，幼児教育段階か
ら高等学校段階までの教育課程を構造化するという
志向性である。この教育課程の構造化については，
中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会が
2016年の８月に公表した『次期学習指導要領等に
向けたこれまでの審議のまとめ』において，端的に，
次のように述べられている。「この『教育課程の構
造化』が目指すのは，一言で言えば，社会において
自立的に生きるために必要な『生きる力』とは何か
を資質・能力として具体化し，そうした資質・能力
を確実に身に付けていくことを目指す教育課程の枠
組みを分かりやすく再整理し，示すことである。９）」
その上で，2016年12月の中央教育審議会答申で，「教
育課程全体の枠組み」について論じられ10），幼稚園
教育要領等の改訂に至っている。
　つまり，子どもたちが将来の変化を予測すること
が困難な2030年の社会で生き抜いていける人間に
育つために，身につける必要のある資質・能力を具
体化し，それらを確実に身につけていくことを目指
して，前述の三つの側面を持つカリキュラム・マネ
ジメントが導入されるととらえることができる。
　ただし，環境を通しての教育という幼児教育の特
徴を踏まえ，身につける必要のある資質・能力は，
到達目標ではない。しかし，子どもたちが，将来の
変化を予測することの困難な時代を生き抜いていけ
るようにするために，環境を通しての教育との調和
を考慮しながら，子どもたちが必要な資質・能力を
確実に身につけていくことは，追求し続ける必要が
あるといえる。幼稚園教育要領に新たに示されてい
る「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」という
表現には，そうした意味が含まれていると考えられ
る。
　これらのことに関連することとして，文部科学省
初等中等教育局幼児教育課は，2015年度と2016年
度の幼稚園教育理解推進事業における協議主題とし
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　各幼稚園で本格的なカリキュラム・マネジメント
を成立させるための諸条件は，前述の三つの側面に
関する考察に基づき，次のように整理できる。①教
育課程の保育目標が，幼稚園教育要領の前提にある
教育基本法及び学校教育法に示されている幼児教育
ないし幼稚園教育の目的及び目標を実現しようとす
るものになっている。②教育課程の保育目標が，園
の特色のあるカリキュラム創りを実現できるものに
なっている。③教育課程のねらい・内容によって，
幼稚園教育要領のねらい・内容が実現できるように
なっている。④教育課程のねらい・内容によって，
幼児期の終わりまでに育ってほしい姿の実現に近づ
こうとしている。⑤教育課程のねらい・内容が，園
の特色のあるカリキュラム創りを実現するものに
なっている。⑥教育課程において，保育の目標・ね
らい・内容の連関性が確保できている。⑦教育課程
のＰＤＣＡサイクルを回すことができている。⑧各
職員と保護者や地域の人々等とが協働して，内外の
物的資源等を効果的に活用しながら，園の教育課程
に基づく保育を創造している。
　つまり，2018年度から，本格的なカリキュラム・
マネジメントを各幼稚園現場において成立させるた
めには，職員には，次の思考の仕方が不可欠になる
といえる。それは，国の教育課程基準の実現と園の
特色のあるカリキュラム創りを両立させようとする
思考の仕方と，自園の保育全体を保育方法の一つの
理論体系としてとらえて実践し発展させるという思
考の仕方である。
　しかし，わが国の幼稚園現場において，保育目標
が保育実践から遊離している19）という問題点が指
摘されている。また，雑誌に掲載されている年間指
導計画モデルについて，幼稚園教育要領に示される
ねらいと内容を基準にした場合，「ねらいや内容の
偏りが大きく，３歳から５歳まで一度も登場しない
ねらい，内容もある」とか，「ねらいと内容が対応
していないものが多い」20）とかの問題点も指摘さ
れている。つまり，わが国の幼稚園においては，国
の教育課程基準の実現と園の特色のあるカリキュラ
ム創りを両立させようとする思考の仕方も，自園の
保育全体を保育方法の一つの理論体系ととらえて実
践し発展させるという思考の仕方も乏しいと考えら
れる。各幼稚園で本格的なカリキュラム・マネジメ
ントを成立させるまでには，多くの困難と混乱が予
想される。他方，子ども理解から出発する日頃の保
育実践そのことの質的向上は，今日の重要課題であ
る。したがって，このことと，各園の特色を活かし
ながら「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」へ
と子どもたちをより確実に育てていくためのカリ

キュラム・マネジメントを成立させることとは，両
立させなければならない課題になる。
　そこで，本稿では，各幼稚園現場が，前述の二つ
の思考の仕方を効率的に習得し，本格的なカリキュ
ラム・マネジメントを成立させるための協働（研修
と支援）を研究者に外注するという視点を導入する。
各幼稚園現場が主体であり，研究者はあくまで依頼
を受けて支援する者ととらえ，各幼稚園現場の実情
に応じて，研究者が協働する手順の全体について構
想することにする。

３．研究者の協働手順全体の構想
１）実効のある保育目標明確化の段階
　文部科学省刊行の指導資料21）では，教育課程及
び長期指導計画については，基本的に，それまで累
積されてきた子どもの発達及び保育に関する園の資
料に基づいて作成する方向性が示されている。加え
て，カリキュラム・マネジメントにおいては，保育
目標には実効性が不可欠なので，まずは，園の保育
に関する資料から，保育実践とのつながりが説明で
きる，実際に目指す保育目標を導き出す必要がある。
これにより，園の特色を維持でき，園の保育実践と
の関連も明確で，実効性のある保育目標が得られる
ことになる。それと共に，その得られた保育目標は，
国の教育課程基準を理念も含めて実現しようとする
ものになるように，検討・修正する必要がある。す
なわち，国の教育課程の前提にある教育基本法及び
学校教育法に示されている幼児教育ないし幼稚園教
育の目的及び目標を実現しようとするものになるよ
うに，検討・修正する必要がある。
　そこで，研究者は，幼稚園現場がこれらのことを
行うことの必要性を理解し遂行するための研修と支
援を行う必要がある。その際には，山中ら22）や横
松23）が開発した手順を参考にする。彼らの手順の
ポイントは，次の通りである。まず，幼稚園現場に，
園内保育関係資料の収集を依頼する。続いて，収集
資料から保育目標案を導き出し提示すると共に，そ
の保育目標案を教育基本法及び学校教育法における
幼児教育ないし幼稚園教育の目的及び目標の観点か
ら検討・修正する作業を依頼する。その際には，教
育基本法及び学校教育法に示されている幼児教育な
いし幼稚園教育の目的及び目標についての理解を深
めることのできる資料を考案して，提示し説明する
ことで，その作業を支援する。
　教育基本法における教育の目的である人格完成に
至るための基礎を培うという幼児教育の目的につい
て，理解を深めるために考案したのが，表１である。
これは，横松らの考案した次の説明内容に新たな内
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容を加えたものである。横松らは，「教育基本法は，
生涯学習を理念としているので，教育の目的として
の人格完成は老年期に実現すると想定する。……こ
うした理想的人間は，人生の発達課題を当然達成し
ているし，これまで理想的な成熟の仕方として言わ
れてきたことも当然達成しているであろうと想定す
る。24）」そして，人格完成へ至る過程及び人格完成
へ至るための基礎についての考え方を深めるための
説明内容として，エリック・Ｈ・エリクソンとジョ
アン・Ｍ・エリクソンの発達課題の考え方25）と孔
子の30歳から70歳にかけての自らの発達について
語った言葉26）についての解釈を提示している27）。
なお，エリック・Ｈ・エリクソンの発達課題につい
ては，保育者の視点からの津守真のとらえ方28）が
理解しやすいという考えから，津守のとらえ方を示
している29）。
　表１は，その内容に，アブラハム・Ｈ・マスロー
の成長欲求ないし自己実現欲求の現れ方に関する考
え方30）を加えている。というのは，教育基本法に
おいて教育の目的とされている人格完成は，「人間
の諸特性，諸能力を可能な限り調和的に発展させる
こと31）」であり，人格完成に至る過程と自己実現に
至る過程は同じ方向性をもっていると考えられるか
らである。
　このように，教育基本法における教育及び幼児教
育の目的についての説明内容を充実させることに
は，理由がある。前述のように，2030年には，「将
来の変化を予測することが困難な時代」を迎えると
考えられる。社会の変化のスピードは加速していき，
例えば，失業や格差の拡大という問題についても，
人口減少や社会保障費の増大という問題について
も，できるだけ早い段階で諸課題を発見し解決し，
共存共栄の世界を築いていくことが，切に望まれる
であろう。こうした展望を持つとき，横松が述べる
ように，「一般に，予測ができなければできないほど，
いつの時代でもどこの社会でも通用すると考えられ
る普遍的なものに基づく必要があると考えられる。
32）」教育の目的とされる人格完成は，「教育一般の
普遍的理念として受容されている考え方33）」である
ので，人格完成に至る過程とその基礎については，
今後の教育界において，ますます理解を深める必要
がある事柄になると考えられ，横松らの考案した説
明内容をより充実させた表１を考案したわけであ
る。
　こうして保育目標が成立した後に必要になるの
は，それを実現できるねらい・内容の具体化と関係
者の協働性の創造を目指して，職員内で，あるいは，
職員と保護者等でそれらを共有することである。研

究者は，横松の開発した手順34）を参考にしながら，
保育目標の背景にある人格完成に至る過程とその基
礎のとらえ方について，また，保育目標と具体的保
育実践とのつながりについて，理解を深める研修と
支援を行う必要がある。
　その効果についての参考資料としては，園内資料
から保育における教育面の諸目標を明確化し，教育
基本法に示されている幼児教育の目的の観点からそ
れらを検討し確定した御南保育園において，その教
育面の諸目標を職員で共有する研修を実施し，その
成果を示した先行研究35）がある。なお，園名につ
いては，既に公表されている。同研修では，教育面
の諸目標が人格完成に至る過程という観点から意味
づけられると共に，その達成のための保育実践例も
示されている。研修を受けた職員には，園の保育へ
の誇りが強まり，園の保育実践についての理解も深
まることが予想されるが，終了後の質問紙調査でそ
のことが確認されている。すなわち，「①園の保育
についての理解が深まったか」，「②今後の保育につ
いてどう考えるか」を問う自由記述の質問紙調査の
結果，職員の回答の中に，「園の目標についての認
識強化と理解深化」，「園の保育の推進」，「自己向上
への意欲」，「すばらしさの実感，誇り，自信，幸せ，
感謝」を示す記述が確認されている。
　なお，保育目標を総合すれば，目指す子ども像を
導き出すこともできる36）。こうした手順により保育
目標と目指す子ども像を明確化し，職員間や職員と
保護者等とで共有できれば，園の目指すことについ
て共通理解するための話し合いの時間は，大幅に短
縮でき，その代わりに，関係者の協働と園内外での
教材開発のための話し合いの時間を増やすことがで
きると考えられる。

２ ）教育課程編成から期間指導計画作成に至るまで
の段階
　教育課程編成及び長期指導計画作成段階では，研
究者は，以下のことが実施できるように研修と支援
を行う必要があると考えられる。
　教育課程及び年間指導計画は，新年度が始まる前
に編成・作成される。一般に，新年度になると，ク
ラスの場所とか，仲間とか，担任とかに変更が生じ
るので，実際の保育の場で対象となる子どもたちに
直接関わり理解して，それらを編成・作成すること
は不可能である。つまり，それまでの園の子どもの
発達や保育に関する累積資料に基づいて作成するこ
とになる。まず，教育課程及び年間指導計画に，昨
年度からの改善点を反映させた上で，さらに，次の
作業が不可欠になると考えられる。成立した保育目
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育課程の保育目標が，幼稚園教育要領の前提にある
教育基本法及び学校教育法に示されている幼児教育
ないし幼稚園教育の目的及び目標を実現しようとす
るものになっている。②教育課程の保育目標が，園
の特色のあるカリキュラム創りを実現できるものに
なっている。③教育課程のねらい・内容によって，
幼稚園教育要領のねらい・内容が実現できるように
なっている。④教育課程のねらい・内容によって，
幼児期の終わりまでに育ってほしい姿の実現に近づ
こうとしている。⑤教育課程のねらい・内容が，園
の特色のあるカリキュラム創りを実現するものに
なっている。⑥教育課程において，保育の目標・ね
らい・内容の連関性が確保できている。⑦教育課程
のＰＤＣＡサイクルを回すことができている。⑧各
職員と保護者や地域の人々等とが協働して，内外の
物的資源等を効果的に活用しながら，園の教育課程
に基づく保育を創造している。
　つまり，2018年度から，本格的なカリキュラム・
マネジメントを各幼稚園現場において成立させるた
めには，職員には，次の思考の仕方が不可欠になる
といえる。それは，国の教育課程基準の実現と園の
特色のあるカリキュラム創りを両立させようとする
思考の仕方と，自園の保育全体を保育方法の一つの
理論体系としてとらえて実践し発展させるという思
考の仕方である。
　しかし，わが国の幼稚園現場において，保育目標
が保育実践から遊離している19）という問題点が指
摘されている。また，雑誌に掲載されている年間指
導計画モデルについて，幼稚園教育要領に示される
ねらいと内容を基準にした場合，「ねらいや内容の
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国の教育課程基準を理念も含めて実現しようとする
ものになるように，検討・修正する必要がある。す
なわち，国の教育課程の前提にある教育基本法及び
学校教育法に示されている幼児教育ないし幼稚園教
育の目的及び目標を実現しようとするものになるよ
うに，検討・修正する必要がある。
　そこで，研究者は，幼稚園現場がこれらのことを
行うことの必要性を理解し遂行するための研修と支
援を行う必要がある。その際には，山中ら22）や横
松23）が開発した手順を参考にする。彼らの手順の
ポイントは，次の通りである。まず，幼稚園現場に，
園内保育関係資料の収集を依頼する。続いて，収集
資料から保育目標案を導き出し提示すると共に，そ
の保育目標案を教育基本法及び学校教育法における
幼児教育ないし幼稚園教育の目的及び目標の観点か
ら検討・修正する作業を依頼する。その際には，教
育基本法及び学校教育法に示されている幼児教育な
いし幼稚園教育の目的及び目標についての理解を深
めることのできる資料を考案して，提示し説明する
ことで，その作業を支援する。
　教育基本法における教育の目的である人格完成に
至るための基礎を培うという幼児教育の目的につい
て，理解を深めるために考案したのが，表１である。
これは，横松らの考案した次の説明内容に新たな内
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標とねらい及び内容の連関性を確保する必要がある
ので，そのことを実現するための検討と修正が必要
になる。例えば，目標・ねらい・内容の対応関係が
確認できないところを見いだして追加・修正を行う
こと，目標・ねらい・内容の順番を整合させること，
目標・ねらい・内容は，より基礎的，あるいは，よ
り重視している項目からあげること等が必要になる
と考えられる。そうすれば，目標・ねらい・内容の
連関性が確保できるだけでなく，その記述内容と並
べ方で，園の特色も理解しやすくなる。
　これらのことと共に，園の累積資料に基づいて作
成した教育課程及び年間指導計画は，保育のねらい・
内容に関する国の基準を満たす必要がある。
　そのことに関連する先行研究として，渡邊ら37）

の研究をあげることができる。彼らは，所属保育園
独自の保育を維持しつつ，保育のねらい・内容に関
する国の基準を充足するための保育課程編成表を作
成している。その中の教育面の各領域については，
保育所保育指針に示されているねらいと内容を各年
齢クラスでどう具体化していくのかを示す欄と，そ
れらに対応する園独自の保育目標及び重点活動を示
す欄を設け，その両立を図っている。ただし，その
両立をどのように実現すればよいのかについては，
彼らが検討しているのは年間指導計画作成の段階ま
でである。
　執筆者は，この成果を参考にすると共に，2017
年の幼稚園教育要領の改訂内容も踏まえて，次の手
順を構想する。幼稚園教育要領のねらいを踏まえつ
つそれぞれの内容の指導を進めていくことにより，
内容ごとに，園の保育に関する累積資料を参考資料
として，幼児期に育成すべき資質・能力の三つの柱
の発達を意識しながら，各学年でどのような主体的
な子どもの姿に育てることができるのかについての
見通しを示す表を作成する。その際には，表に示さ
れている主体的な子どもの姿全体により，修了時に，
「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」が実現し
ていく見通しを示すことを目指す38）。つまり，この
表は，幼稚園教育要領の内容の指導を通して，どの
学年でどのような主体的な子どもの姿を実現し，修
了時に，「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」
を実現していくのかについての，その園の見通しを
得るためのものになるわけである。
　その上で，成立した教育課程及び年間指導計画を，
目指す主体的な子どもの姿に関する表に基づき，園
長等と協議しながら，修正していく。ただし，ここ
で重要なのは，この表中の主体的な子どもの姿は，
到達目標ではないということである。環境を通して
の教育が実践可能な範囲で，この表中の主体的な子

どもの姿がより現れてくるように，成立した教育課
程及び年間指導計画を修正する必要がある。また，
カリキュラム・マネジメントにおいては，教育内容
と園内外の人的物的資源等とを効果的に組み合わせ
ることが重視されているので，この観点からの検討・
修正も，環境を通しての教育が実践可能な範囲で
行っていく。
　成立した教育課程及び年間指導計画について，期
間指導計画の形に具体化するか，月案の形に具体化
するか，あるいは，両方に具体化するかは，その園
の累積資料を踏まえつつ判断する必要がある。ただ
し，ここで重要なのは，短期指導計画の作成・実践
段階において，柔軟に計画を変更しつつ，子どもた
ちの主体的な生活を保障する保育に支障を来たさな
いということである。例えば，計画を実現しようと
する意識が強くなりすぎると，目の前の子どもへの
共感的な理解が弱まる危険性がある。そのことを考
慮して，本稿では，子どもの発達の節目間の計画で
ある期間指導計画までで，長期指導計画の作成は止
めることにする。そして，教育課程及び年間指導計
画を羅針盤にしながら，同時に，その年度の子ども
の発達の姿を示す資料を考慮しつつ，期間指導計画
のねらい・内容の連関性を確保するための研究者の
協働（研修と支援）を構想する。ここにおいて，例
えば，ねらい・内容の対応関係が確認できないとこ
ろを見いだして追加・修正を行うこと，ねらい・内
容の順番を整合させること，ねらい・内容は，より
基礎的，あるいは，より重視している項目からあげ
ること等が必要になる。

３ ）期間指導計画を羅針盤にしながら短期指導計画
を柔軟に作成・変更しつつ保育を実践する段階
　週案・日案は，周知の通り，目の前の子どもの理
解に基づき，子どもの主体的な生活を保障するよう
に，柔軟に作成したり変更したりする。このことを
大切にしながら，同時に，期間指導計画の実現も目
指す必要がある。したがって，目の前の子どもの理
解に基づき，子どもの主体的な生活を保障するよう
に，週案・日案を柔軟に作成したり変更したりしな
がら保育を実践するための研修と支援と，そうした
日頃の保育実践が最大限に期間指導計画を実現でき
るようにするための研修と支援が必要であると考え
られる。
　前者については，日頃の保育実践の質的向上にか
かわる事柄であり，これまで多くの研究成果が蓄積
されており，幼稚園現場においても特に関心の強い
部分であると考えられる。ただし，幼稚園教育要領
に新たに強調された，主体的・対話的で深い学びの
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実現を目指す人的物的環境の構成とか，知識及び技
能の基礎と思考力，判断力，表現力等の基礎と学び
に向かう力，人間性等という資質・能力の三つの柱
の観点から子どもの育ちを見ていくこととかについ
ては，新たな研修・支援が必要になる可能性がある。
園によっては，これらについての研究者の協働が不
必要な場合もあろう。現場の状況に応じて，どのよ
うな研修と支援が必要かを判断し，これまでの研究
成果を活かした研修と支援を行ったり，場合によっ
ては，カリキュラム・マネジメントの成立を優先し
て，本構想の他の部分の研修と支援に力を入れたり
することもあり得るであろう。
　しかし，後者については，カリキュラム・マネジ
メントを成立させるための研修と支援が不可欠にな
ると考えられる。例えば，期間指導計画を前提にし
た場合，日頃は子ども理解に基づく保育を推進しな
がら，月単位で期間指導計画が実現できているかど
うかを点検し必要な修正を加えていくこと等の研修
と支援が必要になると考えられる。
　その際に，次のことに留意する必要がある。これ
からの幼稚園教育においては，最終的に，幼児期に
育つことが望まれる姿を実現することが意識され
る。したがって，目指す子ども像やその時の保育実
践の保育全体における位置づけが，今まで以上に意
識されるようになると考えられる。そうしたことか
ら，目指す子ども像やその時の保育実践の保育全体
における位置づけを明確化しようとした保育構造論
に注目し，再評価しようとする研究も，始まってい
る39）。その保育構造論に関する研究成果から，期間
指導計画の実現と短期指導計画を柔軟に作成・変更
して行う保育とをどう両立させるかについて，示唆
を得ることができると考えられる。例えば，吉村は，
1985年に，保育者が保育構造論を適切に活かして
保育できるようになるための意識のあり方につい
て，次のように述べている。「私はやはりきちんと
した骨組み，設計図は必要だと思います。しかし，
保育の場面ではその骨組みを子どもに感じさせない
ものであり，保育者自身も忘れてしまうことがもし
かしたらいちばんいいのかもしれません。自分の中
で理論化されていなくても，それができる保育者も
いると思います。よくそれを感性とおっしゃる人が
いるけれど，それは生まれつきのものではなく，や
はり知性というか知識の積み重ねによって支えられ
ているものだと思います。40）」この彼女の見解は，
保育者が，所属園の期間指導計画について，その背
景にある人格形成観や教育課程も含めて理解を深め
ていくことと，実際の保育の際には園の保育の計画
にはとらわれていないことが，期間指導計画の実現

と短期指導計画を柔軟に作成・変更して行う保育と
を両立させる上での重要なポイントになることを示
唆すると考えられる。

４ ）期間指導計画と年間指導計画と教育課程を評価・
改善する段階
　教育課程や指導計画の評価・改善は，あくまで実
際の子どもの発達と保育に関する累積資料に基づい
て行う必要がある。したがって，短期指導計画の評
価・改善に関する資料に基づいて期間指導計画を評
価・改善し，それに基づき，年間指導計画と教育課
程を評価・改善する必要があり，それらのための研
究者による研修と支援が必要であると考えられる。
　その上で，新年度が始まる前に，年間指導計画と
教育課程については，すでに作成している，目指す
主体的な子どもの姿に関する表に基づき，園長等と
協議しながら，環境を通しての教育が実践可能な範
囲で修正していくための研修と支援が必要であると
考えられる。その際に留意する必要があるのは，環
境を通しての教育という基本を保持していくため
に，国の教育課程基準を実現することを急ぎすぎな
いということである。年数をかけて，園としてのカ
リキュラム・マネジメントを確立する位のゆとりが
大切になると考えられる。

５ ）研究者の協働手順全体を実施する上での留意点
　１）から４）までは，本格的なカリキュラム・マ
ネジメントを成立させるための研究者の協働手順全
体の構想である。最初からすべてを行うことは，ほ
とんどの幼稚園では困難であろう。つまり，どの部
分の研修・支援から始めるのかが重要になると考え
られる。
　例えば，文部科学省初等中等教育局幼児教育課が
2015年度と2016年度に行った幼稚園教育理解推進
事業における協議主題の立て方は，カリキュラム･
マネジメントを幼稚園現場に導入する上で，妥当で
あると考えられる。それは，次の理由からである。
同事業で協議されたのは，基本的に，教育課程のＰ
ＤＣＡサイクルを回す側面についてである。その側
面は，カリキュラム・マネジメントの一側面である
と共に，単独では，カリキュラム開発とも呼ばれる
ものである。このカリキュラム開発において，子ど
もたちにどのような資質・能力を育てる必要がある
のかという問いが生じれば，カリキュラム・マネジ
メントの他の側面である，国の教育課程基準の実現
と特色のあるカリキュラム創りを可能にする，保育
の目標・ねらい・内容の連関性確保についての追求
が始まると考えられる。また，園の目指す保育の目
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標やねらいや内容が明確になり，それらを組織とし
て最大限に実現するためにはどうすればよいかとい
う問いが生じれば，カリキュラム・マネジメントの
もう一つの側面である，園の保育に関係する人々の
協働性の創造・拡大や園内外での教材開発の追求が
始まると考えられる。つまり，カリキュラム開発，
すなわち，教育課程のＰＤＣＡサイクルを回すとい
うことの延長線上に，カリキュラム・マネジメント
の他の二つの側面の成立が追求されていく。
　この点に関連して，2015年度の幼稚園教育理解
推進事業の都道府県研究協議会研究報告要旨に掲載
されている，カリキュラム・マネジメントの適切な
実施についての全国47都道府県の報告を資料とし
ている前述の鈴木らも41），幼稚園現場における教育
課程のＰＤＣＡサイクルを回すために蓄積されてき
た工夫や課題に基づいて，三つの側面を持つ本格的
なカリキュラム・マネジメントの成立に向けての考
察を行っている。
　幼稚園現場に本格的なカリキュラム・マネジメン
トを成立させるためには，研究者は，協働の際に，
より無理の少ない形でカリキュラム・マネジメント
の諸側面を導入していくことを考える必要があろ
う。
　他方，カリキュラム・マネジメントが全く意識さ
れてこなかった園では，日頃の保育の記録とカン
ファレンスの積み重ねにより，保育実践の質的向上
を実感することを繰り返すことで，カリキュラム・
マネジメントへの動機を育てていくことから始める
必要がある場合もあろう。続けて，短期指導計画の
評価・改善に関する記録から長期指導計画そして教
育課程を作り直し，その上で，教育課程のＰＤＣＡ
サイクルを回すことにつなげていくことが必要にな
ると思われる。つまり，その園の職員が，主体的に，
かつ，できるだけ無理のない形で，カリキュラム・
マネジメントの成立に向かっていける研究者の協働
が，必要であると考えられる。
　したがって，まずは，園の現在の状況を把握する
必要がある。例えば，カリキュラム･マネジメント
の導入はどの段階まで進んでいるのかとか，その園
が今取り組んでいること，あるいは，これから取り
組もうとしていることは何かとか，その園の特長と
は何かとかについて把握する必要がある。その上で，
本格的なカリキュラム・マネジメントの成立に向け
て，どの研修・支援から始めるべきかについての判
断を行う。この現状把握と研修・支援の進め方につ
いての判断が，極めて重要になると考えられるので
ある。

４．総括と今後の課題
　本稿では，三つの側面を持つ本格的なカリキュラ
ム・マネジメントを各幼稚園現場で成立させること
を目指し，まず，現場に必要とされる思考の仕方に
ついて考察し，その上で，必要になると考えられる
研究者の協働の全体構想を提示した。
　本格的なカリキュラム・マネジメントを成立させ
るためには，各幼稚園において，国の教育課程基準
の実現と園の特色のあるカリキュラム創りを両立さ
せようとする思考の仕方と，自園の保育全体を保育
方法の一つの理論体系ととらえて実践し発展させる
という思考の仕方が必要になると考えられる。した
がって，各幼稚園現場が，この二つの思考の仕方を
効率的に習得し，本格的なカリキュラム・マネジメ
ントを成立させるための研究者の協働が必要である
と考えられる。そうした立場から，本稿の３におい
て，その研究者の協働構想全体を提示した。
　この構想に基づいて，実際に研究者が協働（研修
と支援）を実施することを通して，具体的な協働手
順を開発することが今後の課題である。
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実現を目指す人的物的環境の構成とか，知識及び技
能の基礎と思考力，判断力，表現力等の基礎と学び
に向かう力，人間性等という資質・能力の三つの柱
の観点から子どもの育ちを見ていくこととかについ
ては，新たな研修・支援が必要になる可能性がある。
園によっては，これらについての研究者の協働が不
必要な場合もあろう。現場の状況に応じて，どのよ
うな研修と支援が必要かを判断し，これまでの研究
成果を活かした研修と支援を行ったり，場合によっ
ては，カリキュラム・マネジメントの成立を優先し
て，本構想の他の部分の研修と支援に力を入れたり
することもあり得るであろう。
　しかし，後者については，カリキュラム・マネジ
メントを成立させるための研修と支援が不可欠にな
ると考えられる。例えば，期間指導計画を前提にし
た場合，日頃は子ども理解に基づく保育を推進しな
がら，月単位で期間指導計画が実現できているかど
うかを点検し必要な修正を加えていくこと等の研修
と支援が必要になると考えられる。
　その際に，次のことに留意する必要がある。これ
からの幼稚園教育においては，最終的に，幼児期に
育つことが望まれる姿を実現することが意識され
る。したがって，目指す子ども像やその時の保育実
践の保育全体における位置づけが，今まで以上に意
識されるようになると考えられる。そうしたことか
ら，目指す子ども像やその時の保育実践の保育全体
における位置づけを明確化しようとした保育構造論
に注目し，再評価しようとする研究も，始まってい
る39）。その保育構造論に関する研究成果から，期間
指導計画の実現と短期指導計画を柔軟に作成・変更
して行う保育とをどう両立させるかについて，示唆
を得ることができると考えられる。例えば，吉村は，
1985年に，保育者が保育構造論を適切に活かして
保育できるようになるための意識のあり方につい
て，次のように述べている。「私はやはりきちんと
した骨組み，設計図は必要だと思います。しかし，
保育の場面ではその骨組みを子どもに感じさせない
ものであり，保育者自身も忘れてしまうことがもし
かしたらいちばんいいのかもしれません。自分の中
で理論化されていなくても，それができる保育者も
いると思います。よくそれを感性とおっしゃる人が
いるけれど，それは生まれつきのものではなく，や
はり知性というか知識の積み重ねによって支えられ
ているものだと思います。40）」この彼女の見解は，
保育者が，所属園の期間指導計画について，その背
景にある人格形成観や教育課程も含めて理解を深め
ていくことと，実際の保育の際には園の保育の計画
にはとらわれていないことが，期間指導計画の実現

と短期指導計画を柔軟に作成・変更して行う保育と
を両立させる上での重要なポイントになることを示
唆すると考えられる。

４ ）期間指導計画と年間指導計画と教育課程を評価・
改善する段階
　教育課程や指導計画の評価・改善は，あくまで実
際の子どもの発達と保育に関する累積資料に基づい
て行う必要がある。したがって，短期指導計画の評
価・改善に関する資料に基づいて期間指導計画を評
価・改善し，それに基づき，年間指導計画と教育課
程を評価・改善する必要があり，それらのための研
究者による研修と支援が必要であると考えられる。
　その上で，新年度が始まる前に，年間指導計画と
教育課程については，すでに作成している，目指す
主体的な子どもの姿に関する表に基づき，園長等と
協議しながら，環境を通しての教育が実践可能な範
囲で修正していくための研修と支援が必要であると
考えられる。その際に留意する必要があるのは，環
境を通しての教育という基本を保持していくため
に，国の教育課程基準を実現することを急ぎすぎな
いということである。年数をかけて，園としてのカ
リキュラム・マネジメントを確立する位のゆとりが
大切になると考えられる。

５ ）研究者の協働手順全体を実施する上での留意点
　１）から４）までは，本格的なカリキュラム・マ
ネジメントを成立させるための研究者の協働手順全
体の構想である。最初からすべてを行うことは，ほ
とんどの幼稚園では困難であろう。つまり，どの部
分の研修・支援から始めるのかが重要になると考え
られる。
　例えば，文部科学省初等中等教育局幼児教育課が
2015年度と2016年度に行った幼稚園教育理解推進
事業における協議主題の立て方は，カリキュラム･
マネジメントを幼稚園現場に導入する上で，妥当で
あると考えられる。それは，次の理由からである。
同事業で協議されたのは，基本的に，教育課程のＰ
ＤＣＡサイクルを回す側面についてである。その側
面は，カリキュラム・マネジメントの一側面である
と共に，単独では，カリキュラム開発とも呼ばれる
ものである。このカリキュラム開発において，子ど
もたちにどのような資質・能力を育てる必要がある
のかという問いが生じれば，カリキュラム・マネジ
メントの他の側面である，国の教育課程基準の実現
と特色のあるカリキュラム創りを可能にする，保育
の目標・ねらい・内容の連関性確保についての追求
が始まると考えられる。また，園の目指す保育の目
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